
別紙  

後期高齢者健康診査委託業務内容 

 

 受注者は、各帳票の印刷を行うとともに、プリントが必要な帳票についてはプログラムを作成し、

発注者が提供するデータからプリントを行う。 

 また、プリントした各帳票の裁断、封入封緘をし、発注者が指定した受診券の引抜きを行った上で

発注者が指定する場所に搬入する。封筒は「窓あき封筒」を用い、プリントから封入封緘までが一連

した処理体制になっていること。 

 

１ 作成するもの 

（１）健康診査受診券（１種類、片面） 

・ Ａ４サイズ、紙質は上質紙（白）７０㎏（封入時は三つ折） 

・ 表１色 

・ 発注者が提供するデータ（ＣＳＶ形式、カンマ区切り、UTF-16）に基づき受診券を作成し、

所定の時期に発注者が提供する記憶媒体の個人データ及び住所を表すバーコード（カスタマバ

ーコード）を受診券の所定の位置に印字すること。 

 個人データとは、被保険者番号、住所、氏名、生年月日、性別等である。 

・ 受診券の仕様の詳細については、別途協議する。 

（２）お知らせチラシ（両面）（表面：後期高齢者健診、裏面：がん検診） 

・ Ａ４サイズ、紙質はマットコート紙７０㎏（封入時は巻き三つ折） 

・ 表裏フルカラー印刷とし、配色については、色覚障害に配慮したものとする。 

・ 発注者が提供する原稿（Word 形式又は PowerPoint 形式）に基づき作成する。 

・ 内容については、別途協議する。 

（３）実施機関名簿（両面） 

・ Ａ３サイズ両面２枚をホチキス止めで中綴じ製本にする（製本後Ａ４サイズ８ページ）。紙

質はマットコート紙７０㎏（封入時はクロス巻き三つ折） 

・ 発注者が提供する原稿に基づき作成する。 

・ 表裏フルカラー印刷。高齢者にも見やすいものとする。 

・ １０月発送分以降の名簿の内容は、更新する（８月末データ渡し）。 

・ 実施機関名簿の詳細については、別途協議する。 

（４）窓あき封筒 

・ １種類、表１色、Ａ４サイズ帳票が三つ折状態で封入可能な大きさであること。 

・ 表面に差出課、コールセンターの電話番号、料金後納等の所定の様式を印刷すること。 

・ 裏面に発注者が提供する説明文等を印刷すること。 

・ 一斉発送分及び毎月発送分は「郵便区内特別」を印刷し、関係機関見本及び予備分は「郵便

区内特別」を印刷しない。 

・ 封筒のデザイン、レイアウト等については、別途協議する。 

（５）その他 

① 関係機関見本分 

１００部 

・令和８年４月一斉発送前に、上記発送物（１）～（４）（受診券は見本を印字）を封入した

状態（封緘はしない）で納品すること。 



② 再発行追加発行用予備分  

令和８年度 ５月～２月：２００部 

 ・毎月発送分納品時に、上記発送物（２）～（４）（＝受診券以外）を封入した状態（封緘は

しない）で納品すること。 

 

２ 封入封緘する方法 

・ 電算出力を行った受診券を作成し、チラシ・実施医療機関名簿とともに折加工し、窓あき封筒

へ封入封緘を行うこと。 

・ 封入封緘は１人１通ずつ。 

・ 仕分けは、以下のとおり分けて出力すること。 

（１）「後期健診受診券_個別対応.CSV」 

（２）「後期健診受診券_補記.CSV」 

（３）「後期健診受診券.CSV」（郵便局区ごとに分けて出力すること。） 

① 川崎港：〒２１０及び〒２１２ 

② 中原：〒２１１ 

③ 高津：〒２１３ 

④ 宮前：〒２１６ 

⑤ 登戸：〒２１４ 

⑥ 麻生：〒２１５ 

 

３ 印字データの引渡しと封入物の納品 

（１）電算出力するためのデータ 

・ 受診券を作成するためのデータは、毎月月末頃にオンラインストレージ等により提供する。 

 一斉発送分は４月上旬、毎月分は２３日から２７日頃までの予定。 

・ 提供するデータは外部インタフェース仕様書にある「後期健診受診券.CSV」「後期健診受診券

_個別対応.CSV」「後期健診受診券_補記.CSV」である。 

・ 令和８年４月の本番作成の印字を行うよりも前に、発注者から提供するテスト印字用データ

の引渡しを受け、指定されたデータについて、本番と同じ形で２回以上のテストプリントを行

うものとする。なお、テストプリントは、発注者による検証結果が合格となるまで行う。事前

検査の詳細は５に記載。 

また、宛先が封筒の窓枠内に納まっていることを確認するため、受診券を封入した状態で数

部提出すること。 

（２）引抜きを行うデータ 

・ 健康増進課があらかじめ指定した受診券については、引抜きを行い健康増進課へ納品するこ

と。なお、健康増進課へ納品する受診券は「郵便区内特別」を印刷しない封筒を用い、封緘し

ない状態で健康増進課へ納品すること。 

・ ４月一斉発送分について引抜きを行うデータは、テストプリントによる合格後に引き渡すこ

ととする。詳細な時期は別途協議する。 

（３）帳票データ 

 受診券に同封するチラシ・実施医療機関名簿データは、（１）の受診券作成データ提供時とは別

日に引き渡すこととする。時期は別途協議する。 

 



（４）郵送件数の確認 

 郵送件数は、受注者及び発注者の両者で確認する。 

（５）封入物の搬入 

① 令和８年４月一斉発送分について 

・ 検品した封入物を直接郵便局に差し出すこと。 

ただし、「後期健診受診券_個別対応.CSV」「後期健診受診券_補記.CSV」及び健康増進課が

あらかじめ指定した受診券については、封緘しない状態で健康増進課へ搬入すること。 

  なお、健康増進課納品分の封筒は「郵便区内特別」を印刷しない。 

・ 納期は、受診券データを引き渡した日から１４日以内とする。詳細な日時については、別

途協議する。 

② 一斉発送分以外について 

・ 検品した封入物を直接郵便局に差し出すこと。 

ただし、「後期健診受診券_個別対応.CSV」「後期健診受診券_補記.CSV」及び健康増進課が

あらかじめ指定した受診券については、健康増進課へ搬入すること。 

・ 納期は、受診券データを引き渡した日から７日ないし１０日後以内とする。詳細な日時に

ついては、別途協議する。 

４ 印字データの詳細 

ア ファイル形式 

ＣＳＶファイル形式 

イ インタフェース仕様 

別紙【HA 外部インタフェース仕様書（後期健診受診券）】参照のこと。 

ウ 内字、外字ファイル 

本市国民健康保険システムで取り扱う以下のフォントを正しく印字できる環境を有して

いること。 

（ア）NMJ 明朝（独自フォント） 

（イ）NMJ 明朝用外字フォント（独自フォント） 

※ 上記フォントファイル（拡張子：．ＴＴＦ／．ＴＴＥ／．ＥＵＦ）について、

本市より受注者に配布する。 

※ NMJ 明朝フォント：IPAmj 明朝フォントがプロポーショナル（変動幅）フォン

トであるため、IPAmj 明朝フォントをベースに、ＮＥＣにおいて作成したライ

センスフリーの固定幅フォントである。 

エ 符号化方式 

ＵＴＦ－１６ 

※サロゲートペア、ＩＶＳへの対応必要 

５ 事前検査 

令和８年４月一斉発送分の本番印字処理を行う前に、発注者が提供するテスト印字用データ

の引渡しを受け、指定されたデータについて、本番と同じ形で２回以上のテストプリントを行

う。当該事前検査において不備が見つかった場合、当該不備を修正し、発注者による検証結果

が合格となるまで修正を行うこと。なお、データの引渡しから校了までの期間は５営業日程度

とする。 



６ 帳票等の印字 

別紙【HA 帳票レイアウト仕様書（HARFS3C002 後期健診受診券）】を元に、３（１）で受け取

った印字用データを印字することで、帳票等を作成する。 

 

７ その他の留意事項 

（１）この業務で使用するデータ及び印刷物の個人情報が外部に漏れることのないよう、その運搬に

関しては十分注意すること。 

受注者は、個人情報を含む記憶媒体の授受及び搬送を行う際は、書面（送付書、受領書）にて

確認の上、鍵付ケース等に格納して運搬すること。 

（２）封入封緘の際には、封入物の漏れや封緘漏れなどがないよう細心の注意を払うこと。 

（３）印字データ件数と封入封緘後の件数が一致すること。 

（４）故意又は過失により、帳票等に毀損（印字不良、紙送り不良等は全て毀損とする。）等の事故が

あった場合は、速やかに責任をもってリプリント又は修復しなければならない。その際、毀損し

た帳票のうち、個人情報が含まれるものについては、発注者に報告の上、発注者の指示に基づき

適正に処分すること。 

（５）特に定めのない事項については、その都度調整することとするが、作業時に疑義が生じたとき

は、直ちに健康増進課に連絡すること。 

 



 

※注意事項 

・ 契約は総価契約となる。 

  ただし、委託料は案件ごとに上記（１）～（６）ごとの契約単価に処理件数を乗じて積算し支

払うものとする。 

・ プログラム代等必要な経費は全て上記（１）～（６）の業務の単価に含めること。 

 

委託予定件数

納期
① 一斉発送分 ４月中旬 168,040 件
② 毎月発送分 毎月上旬 （５月～２月） 14,000 件

５月～２月 1,400件 × 10 月 14,000 件

③ 予備分 毎月上旬 （５月～２月） 2,000 件
５月～２月 200件 × 10 月 2,000 件

④ 関係機関見本分 ４月上旬 100 件

4月

一斉発送分

毎月発送分 - 1,400× 10

予備分 -
関係機関見本分 100
一斉発送分

毎月発送分 - 1,400× 10
予備分 - 200× 10

関係機関見本分 100

一斉発送分

毎月発送分 - 1,400× 10
予備分 - 200× 10
関係機関見本分 100

一斉発送分

毎月発送分 - 1,400× 10
予備分 - 200× 10
関係機関見本分 100
一斉発送分

毎月発送分 - 1,400× 10
予備分 -
関係機関見本分 -

一斉発送分

毎月発送分 - 1,400× 10
予備分 - 200× 10

関係機関見本分 100

168,040

168,040

合計

168,040

168,040

168,040

168,040

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

令和８年度

-

-

-
-

月数月件数

(1) 受診券作成 182,140件

委託内容 合計件数

予定件数
納品・発送月

5～2月

(2) チラシ作成 184,140件

(3)
実施機関名簿作
成

184,140件

(6) 封入封緘業務 184,140件

(4) 窓あき封筒作成 184,140件

(5) 受診券プリント 182,040件



（見本）

















GPRIME 住民情報システム

HAFOS3C303

有

可変長 UTF16 ※詳細説明の別紙の有無 無

レコード長 桁

（送信/受信）

送信する

禁止カナ（全角カナ）

禁止カナ（半角カナ）

禁止英字（半角英数）

許可記号(半角英数)

許可記号(半角カナ)

NO. NO.
1

順位 種別 編集元 データ コード種別ID 初期値 詳細
1 l頁 数値 ◎ 12 前ゼロ無し。
2 RTXT帳票ID 英数字 ◎ 12 固定値：HARIS3C002
3 RTXT郵便番号 英数字 ◎ 12
4 RTXT宛先9P1 全角 ○ 50
5 RTXT宛先9P2 全角 ○ 50
6 RTXT宛先9P3 全角 ○ 50

抽出元
必須

国民健康保険（資格）HAサブシステム

ファイル名規則

交換規則

以下のファイル名とする。
　後期健診受診券.CSV
　後期健診受診券_資格無.CSV
　後期健診受診券_個別対応.CSV
　後期健診受診券_別宛名.CSV
　後期健診受診券_市外住所.CSV
　後期健診受診券_補記.CSV

帳票「後期健診受診券」の印刷外部委託用CSVファイル。
※各項目はカンマ区切り。ダブルクォーテーションで囲む。

ファイル編成

（交換先）

説明

（交換時期、周期）

No. 項目
内容

利用可能な文字 （文字一覧） （説明）

型
フォーマット

文字コード

後期健診受診券ファイルID

ヘッダ有無 用途

名称

外部連携

開始 終了
ソート

データ編集元データ編集元

年次／月次

桁数

外部インタフェース仕様書
ＮＥＣ

作成者

2023/07/18 1.07

作成日 版

外部インタフェース仕様書 HA外部インタフェース仕様書（後期健診受診券）.xls - 1



GPRIME 住民情報システム

7 RTXT宛先9P4 全角 ○ 50
8 RTXT宛先9P5 全角 ○ 50
9 RTXT宛先9P6 全角 ○ 50
10 RTXT宛先9P7 全角 ○ 50
11 RTXT宛先7P1 全角 ○ 64
12 RTXT宛先7P2 全角 ○ 64
13 RTXT宛先7P3 全角 ○ 64
14 RTXT宛先7P4 全角 ○ 64
15 RTXT宛先7P5 全角 ○ 64
16 RTXT宛先7P6 全角 ○ 64
17 RTXT宛先7P7 全角 ○ 64
18 RTXTバーコード 英数字 ○ 20
19 RTXT連番 ###,##0 ◎ 7

20
RTXTプレビュー用透か
し文字列

全角 △ 12

21 RTXT再発行 全角 △ 6
22 RTXT年度 全角 ◎ 16
23 RTXT整理番号 全角 ◎ 22
24 RTXT氏名 全角 ◎ 120
25 RTXT性別 全角 ◎ 2
26 RTXT生年月日 全角 ◎ 24
27 RTXT有効期限 全角 ◎ 24
28 RTXT保険者番号 全角 ◎ 12
29 RTXT保険者名称 全角 ◎ 12
30 RTXT補記 英数字 △ 1 ※印字対象外
31 RTXT所管区CD 英数字 ◎ 2 ※印字対象外
32 RTXT全国大字CD 英数字 ○ 10 ※印字対象外
33 RTXT大字CD 英数字 ○ 10 ※印字対象外
34 RTXT被保険者番号 英数字 ◎ 12 ※印字対象外
35 RTXT振分区分 英数字 ◎ 2 ※印字対象外

外部インタフェース仕様書 HA外部インタフェース仕様書（後期健診受診券）.xls - 2
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HAFOS3C303

1 l頁 数値 ◎ 12
2 RTXT帳票ID 英数字 ◎ 12
3 RTXT郵便番号 英数字 ◎ 12
4 RTXT宛先9P1 全角 ○ 50
5 RTXT宛先9P2 全角 ○ 50
6 RTXT宛先9P3 全角 ○ 50
7 RTXT宛先9P4 全角 ○ 50
8 RTXT宛先9P5 全角 ○ 50
9 RTXT宛先9P6 全角 ○ 50
10 RTXT宛先9P7 全角 ○ 50
11 RTXT宛先7P1 全角 ○ 64
12 RTXT宛先7P2 全角 ○ 64
13 RTXT宛先7P3 全角 ○ 64
14 RTXT宛先7P4 全角 ○ 64
15 RTXT宛先7P5 全角 ○ 64
16 RTXT宛先7P6 全角 ○ 64
17 RTXT宛先7P7 全角 ○ 64
18 RTXTバーコード 英数字 ○ 20
19 RTXT連番 ###,##0 ◎ 7

20
RTXTプレビュー用透
かし文字列

全角 △ 12

21 RTXT再発行 全角 △ 6
22 RTXT年度 全角 ◎ 16
23 RTXT整理番号 全角 ◎ 22
24 RTXT氏名 全角 ◎ 120
25 RTXT性別 全角 ◎ 2
26 RTXT生年月日 全角 ◎ 24
27 RTXT有効期限 全角 ◎ 24
28 RTXT保険者番号 全角 ◎ 12
29 RTXT保険者名称 全角 ◎ 12
30 RTXT補記 英数字 △ 1
31 RTXT所管区CD 英数字 ◎ 2
32 RTXT全国大字CD 英数字 ○ 10
33 RTXT大字CD 英数字 ○ 10
34 RTXT被保険者番号 英数字 ◎ 12

開始 終了No. 項目 桁数
型

フォーマット
必須

国民健康保険（資格）HAサブシステム

COKAS-I ファイル仕様

ファイルID 名称 後期健診受診券

連携システム参照項目

ファイル 項目 属性 桁数 編集方法 備考

外部インタフェース仕様書
ＮＥＣ

作成者

2023/07/18 1.07

作成日 版

ファイル出力仕様取込

外部インタフェース仕様書 HA外部インタフェース仕様書（後期健診受診券）.xls - 3
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35 RTXT振分区分 英数字 ◎ 2

外部インタフェース仕様書 HA外部インタフェース仕様書（後期健診受診券）.xls - 4





 別紙  
特定保健指導利用券における委託業務内容 

 

 受注者は、各帳票の印刷を行うとともに、プリントが必要な帳票についてはプログラムを作成し、発

注者が提供するデータからプリントを行う。 

 また、プリントした各帳票の裁断、封入封緘をし、発注者が指定する場所に搬入する。 

１ 作成するもの 

 保健指導のレベルに合わせて、（１）「積極的支援」者用、（２）「動機付け支援」者用及び「動機付

け支援相当」者用並びに（３）再発行用の予備分の計３種類を作成する。 

    ４月から７月分の発送については、本市が提供する原稿データに基づき校正、印刷、封入封緘を行

う。９月から３月分の発送については、（１）～（２）の仕様で作成をし、印刷、封入封緘を行う。

※８月は発送なし。 

 

 

（１）「積極的支援」者用 

① 特定保健指導利用券 

・ １種類、Ａ４サイズ、片面、表１色、紙質は上質紙（白）７０㎏（封入時は三つ折） 

（連続帳票の裁断後おおむねＡ４サイズで可） 

・ 本市が提供するデータ（ＣＳＶ形式、カンマ区切り、UTF-16）に基づき利用券を作成し、所

定の時期に本市が提供する個人データ及び住所を表すバーコード（カスタマバーコード）を

利用券の所定の位置に印字すること。 

 個人データとは、住所、氏名、生年月日、性別等である。 

・ 本市が提供するデータに基づき、毎月必要数を作成することとする。 

  ② お知らせチラシ 

・ １種類、Ａ４サイズ、両面、表４色・裏１色、紙質は上質紙５５㎏（封入時は三つ折） 

・ 本市が提供する原稿（Word 形式又は PowerPoint 形式）に基づき作成する。 

・ 紙色、チラシの文言については別途協議する。 

  ③ 実施機関名簿 

・ １種類、Ａ４サイズ、両面、表４色・裏１色、紙質は上質紙５５㎏（封入時は三つ折） 

・ 本市が提供する原稿（Word 形式、Excel 形式又は PowerPoint 形式）に基づき作成する。 

・ 紙色、チラシの文言については別途協議する。 

・ ９月発送分から名簿改定あり（データ提供時期については別途協議の上決定する）。 

  ④ 民間実施機関勧奨チラシ（作成不要） 

 ・ １～３種類（委託業者数に応じて）、Ａ４サイズ、両面、カラー刷り、紙質はコート紙９

０㎏（納品時三つ折） 

・ 川崎市が別途委託する積極的支援実施機関にて作成後納品する。 

・ ①～③の印刷物と併せて封入。 

  ⑤ 窓あき封筒 

・ １種類、表１色、Ａ４サイズ帳票が三つ折状態で封入可能な大きさ。 

・ 表面に差出課、料金後納等の所定の様式を印刷すること。 

・ 封筒のデザイン、レイアウト等については別途協議する。 

（２）「動機付け支援」者用及び「動機付け支援相当」者用 

① 特定保健指導利用券 

 （１）①と同様。ただし、特定保健指導区分欄の記載が「動機付け支援」又は「動機付け支援

相当」（以下「動機付け支援等」という。）になる。 

  ② お知らせチラシ 

 （１）②と同様。ただし、紙色と文言は異なる。 

  ③ 実施機関名簿 

・ １種類、Ａ４サイズ、両面、表４色・裏１色、紙質は上質紙５５㎏（封入時は三つ折） 

・ 本市が提供する原稿（Word 形式、Excel 形式又は PowerPoint 形式）に基づき作成する。 

・ 紙色、チラシの文言については別途協議する。 

・ ９月発送分から名簿改定あり（データ提供時期については別途協議の上決定する）。 

  ④ 民間実施機関勧奨チラシ（作成不要） 

 ・ １～３種類（委託業者数に応じて）、Ａ４サイズ、両面、カラー刷り、紙質はコート紙９



０㎏（納品時三つ折） 

・ 川崎市が別途委託する積極的支援実施機関にて作成後納品する。 

・ ①～③の印刷物と併せて封入。 

  ⑤ 窓あき封筒 

 （１）⑤と同様。 

（３）予備分 

 利用券以外の作成物一式。封入は不要。三つ折で納入。 

２ 封入封緘する方法 

・ 電算出力を行った利用券を作成し、チラシ等とともに折加工し、窓あき封筒へ封入封緘を行うこ

と。 

・ 勧奨チラシは別途引き渡すもの（枚数は１枚～３枚の予定）を折加工する。 

・ 封入封緘は１人１通ずつ。 

・ 封入物及び封入順序は次のとおりとする。 

 ①受診券 ②お知らせチラシ ③実施機関名簿 ④勧奨チラシ 

積 極 的 支 援 ○ ○ ○ ○ 

動機付け支援等 ○ ○ ○ ○ 

・ 梱包は全件まとめて１箱で可。 

３ 印字データの引渡しと封入物の納品 

（１）電算出力するためのデータ 

・ 利用券等を作成するためのデータは、オンラインストレージ等により提供する。 

・ 本番作成の印字を行うよりも前に、積極的支援、動機付け支援等それぞれに対して発注者から

提供するテスト印字用データの引渡しを受け、指定されたデータについて、本番と同じ形で２

回以上のテストプリントを行うものとする。なお、テストプリントは、発注者による検証結果が

合格となるまで行う。事前検査の詳細は５に記載。 

また、宛先が封筒の窓枠内に納まっていることを確認するため、受診券を封入した状態で数

部提出すること。 

（２）帳票データ 

 利用券に同封するチラシデータ、実施機関名簿データは、（１）の利用券作成データ提供時より

前に引き渡すこととする。時期は別途協議する。 

（３）郵送件数の確認 

 郵送件数は、受注者及び発注者の両者で確認する。 

（４）封入物の搬入 

・ 検品した封入物を直接郵便局に差し出すこと。 

ただし、「特定保健指導利用券_個別対応.CSV」「特定保健指導利用券_補記.CSV」及び健康増進

課があらかじめ指定した受診券については、封緘しない状態で健康増進課へ搬入すること。 

・ 納品時期は、（１）の利用券作成データ提供時から１０日以内の納品とする。 

 予備分については初回納品日と同日とする。 

（５）業務終了後の成果の報告 

 業務終了後速やかに記憶媒体及び各種帳票を健康増進課へ返却すること。 

４ 印字データの詳細 

ア ファイル形式 

ＣＳＶファイル形式 

イ インタフェース仕様 

別紙【HA 外部インタフェース仕様書（特定保健指導利用券）】参照のこと。 

ウ 内字、外字ファイル 

本市国民健康保険システムで取り扱う以下のフォントを正しく印字できる環境を有して

いること。 

（ア）NMJ 明朝（独自フォント） 

（イ）NMJ 明朝用外字フォント（独自フォント） 

※ 上記フォントファイル（拡張子：．ＴＴＦ／．ＴＴＥ／．ＥＵＦ）について、本

市より受注者に配布する。 

※ NMJ 明朝フォント：IPAmj 明朝フォントがプロポーショナル（変動幅）フォント



であるため、IPAmj 明朝フォントをベースに、ＮＥＣにおいて作成したライセン

スフリーの固定幅フォントである。 

エ 符号化方式 

ＵＴＦ－１６ 

※サロゲートペア、ＩＶＳへの対応必要 

 

５ 事前検査 

令和８年４月発送分の本番印字処理を行う前に、発注者が提供するテスト用印字用データの

引渡しを受け、指定されたデータについて、本番と同じ形で２回以上のテストプリントを行う。

当該事前検査において不備が見つかった場合、当該不備を修正し、発注者による検証結果が合

格となるまで修正を行うこと。なお、データの引渡しから校了までの期間は５営業日程度とす

る。 

６ 帳票等の印字 

別紙【HA 帳票レイアウト仕様書（HARFS3C003 特定保健指導利用券）】を元に、３（１）で受

け取った印字用データを印字することで、帳票等を作成する。 

 

７ その他の留意事項 

（１）この業務で使用するデータ及び印刷物の個人情報が外部に漏れることのないよう、その運搬に

関しては十分注意すること。 

受注者は、個人情報を含む記憶媒体の授受及び搬送を行う際は、書面（送付書、受領書）にて確

認の上、鍵付ケース等に格納して運搬すること。 

（２）封入封緘の際には、封入物の漏れや封緘漏れなどがないよう細心の注意を払うこと。 

（３）印字データ件数と封入封緘後の件数が一致すること。 

（４）故意又は過失により、帳票等に毀損（印字不良、紙送り不良等は全て毀損とする。）等の事故が

あった場合は、速やかに責任をもってリプリント又は修復しなければならない。その際、毀損した

帳票のうち、個人情報が含まれるものについては、発注者に報告の上、発注者の指示に基づき適正

に処分すること。 

（５）特に定めのない事項については、その都度調整することとするが、作業時に疑義が生じたとき

は、直ちに健康増進課に連絡すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



委託予定件数 

１ 月処理券数 

 令和８年４月から令和９年３月まで 

※ ８月分は作成・発送なし 

２

令和８年度総件数（令和８年４月～令和９年３月発送分） 

※ 予備分２５０部（積極的支援１００、動機付け支援等１５０）含む。予備分は利用券作成不要、封

入も不要。 

※注意事項 

・ 契約は総価契約となる。 

  ただし、委託料は案件ごとに、上記（１）～（６）ごとの契約単価に処理件数を乗じて積算し支払

うものとする。 

・ プログラム代等必要な経費は全て上記各年度（１）～（６）の業務の単価に含めること。 

・ 「封入封緘作業」の中には、民間実施機関勧奨チラシの封入を含めて算出すること。 

単価設定は以下の６項目になる。 

 

 

 

 

 

 

  

  委託内容 件数 

(1) 利用券等作成 (積極的支援) 2,000 件 

(2) 利用券プリント (積極的支援) 1,900 件 

(3) 封入封緘 (積極的支援) 1,900 件 

(4) 利用券等作成 （動機付け支援・動機付け支援相当） 4,000 件 

(5) 利用券プリント （動機付け支援・動機付け支援相当） 3,850 件 

(6) 封入封緘 （動機付け支援・動機付け支援相当） 3,850 件 

①利用券等作成 （積極的支援） 

②利用券プリント（積極的支援） 

③封入封緘   （積極的支援） 

④利用券等作成 （動機付け支援等） 

⑤利用券プリント（動機付け支援等） 

⑥封入封緘   （動機付け支援等） 



 
 

 

 
  

 
  

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  

     
           

      
 

 
 

（見本）



積極的支援の予約方法

※利用券が届く 前に特定保健指導の「 初回面接」を実施し ている場合は、
予約は不要です。実施機関に同封の利用券をご提出く ださ い。

同封の「 特定保健指導利用券」 の利用期限や注意事項を ご確認く ださ い。

①利用券の確認

②電話で予約

別紙の「 積極的支援実施機関一覧」 の中から 、 積極的支援を 受けたい機関
を 選び、 お電話でお申し 込みく ださ い。
その際に、 「 利用券が送ら れてき たので『 積極的支援』 を 受けたい。 」
と お伝えく ださ い。

◎マイ ナ保険証、 川崎市国民健康保険の資格確認書、
または有効期限内の神奈川県国民健康保険被保険者証

（ 川崎市発行のも の） のいずれか

◎特定保健指導利用券

◎特定健診の結果
（ 特定健診を 受けた医療機関から 交付さ れたも の）

【 お持ちいただく も の】

こ の利用券が届いたあなたは

特定保健指導
（ 積極的支援）

を無料で利用できます。
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まずは以下の流れでお申し込みください。



積極的支援の流れ

専門家（ 医師、 保健師、 管理栄養士等） と の面接を行います。
専門家と 一緒に個別に合わせた生活習慣の改善計画・ 目標を立てます。

①初回面接

②個別サポート

③評価

④特定健診の継続受診

専門家から３ か月間継続したサポート を受けながら、 生活習慣の改善に
取り 組みます。

３ か月後、 面談等により 、 健康状態や生活習慣がどのく らい改善されたか確認を行います。

※川崎市国民健康保険の被保険者資格がなく なった場合、 その時点で特定保健指導の対象外と なり ます。

今後も継続して健診を受け、 毎年数値をチェッ クしましょ う 。

あなたは、 生活習慣病のリ スク が

高まっている段階です。

医師や保健師、 管理栄養士のサポート を受けながら

早急に生活習慣を改善してく ださ い。

【 治療中の方、 治療優先と なった方へ】
※特定保健指導利用券は、 特定保健指導対象と なった方全員に発行しています。 治療を始めている方
（ 血糖・ 血圧・ 脂質の薬を処方されている場合） や特定保健指導を行わないこと になった方にも発送
　 させていただいていますのでご了承く ださい。

※生活習慣病の治療を始めた方（ 医療機関に受診されている方） は、 特定保健指導ではなく 、 治療が
　 優先と なり ますので、 かかり つけ医の指示に従ってく ださい。

お問合せ先

川崎市がん検診・ 特定健診等コールセンター
電話０ ４ ４ -９ ８ ２ -０ ４ ９ １
平日　 ８ 時3 0 分～1 7 時1 5 分　 第２ ・ 第４ 土曜日8 時3 0 分～1 2 時3 0 分 ※年末年始は除きます。

健康福祉局健康増進課 Ｆ ＡＸ 0 4 4 -2 0 0 -3 9 8 6
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実施機関名簿（積極的）





実施機関名簿（動機付け）







GPRIME 住民情報システム

HAFOS3C603

有

可変長 UTF16 ※詳細説明の別紙の有無 無

レコード長 桁

（送信/受信）

送信する

禁止カナ（全角カナ）

禁止カナ（半角カナ）

禁止英字（半角英数）

許可記号(半角英数)

許可記号(半角カナ)

NO. NO.
1

順位 種別 編集元 データ コード種別ID 初期値 詳細
1 l頁 数値 ◎ 12 前ゼロ無し。
2 RTXT帳票ID 英数字 ◎ 12 固定値：HARIS3C003
3 RTXT郵便番号 英数字 ◎ 12
4 RTXT宛先9P1 全角 ○ 50

データ編集元

年次／月次

桁数

ファイルID

ヘッダ有無 用途

名称

外部連携

開始 終了
ソート

利用可能な文字 （文字一覧） （説明）

型
フォーマット

データ編集元

ファイル編成

（交換先）

説明

No. 項目
内容

国民健康保険（資格）HAサブシステム

ファイル名規則

交換規則

以下のファイル名とする。
 特定保健指導利用券.CSV
 特定保健指導利用券_資格無.CSV
 特定保健指導利用券_個別対応.CSV
 特定保健指導利用券_別宛名.CSV
 特定保健指導利用券_市外住所.CSV
 特定保健指導利用券_動機付け.CSV
 特定保健指導利用券_積極的.CSV
 特定保健指導利用券_補記.CSV

文字コード

（交換時期、周期）

帳票「特定保健指導利用券」の印刷外部委託用CSVファイル。
※各項目はカンマ区切り。ダブルクォーテーションで囲む。

特定保健指導利用券

必須
抽出元

外部インタフェース仕様書
ＮＥＣ

作成者

2023/07/18 1.07

作成日 版

外部インタフェース仕様書 HA外部インタフェース仕様書（特定保健指導利用券）.xls - 1



GPRIME 住民情報システム

5 RTXT宛先9P2 全角 ○ 50
6 RTXT宛先9P3 全角 ○ 50
7 RTXT宛先9P4 全角 ○ 50
8 RTXT宛先9P5 全角 ○ 50
9 RTXT宛先9P6 全角 ○ 50
10 RTXT宛先9P7 全角 ○ 50
11 RTXT宛先7P1 全角 ○ 64
12 RTXT宛先7P2 全角 ○ 64
13 RTXT宛先7P3 全角 ○ 64
14 RTXT宛先7P4 全角 ○ 64
15 RTXT宛先7P5 全角 ○ 64
16 RTXT宛先7P6 全角 ○ 64
17 RTXT宛先7P7 全角 ○ 64
18 RTXTバーコード 英数字 ○ 20
19 RTXT連番 ###,##0 ◎ 7

20
RTXTプレビュー用透か
し文字列

全角 △ 12

21 RTXT再発行 全角 △ 6

22 RTXT特定保健指導区分 全角 ◎

23 RTXT年度 全角 ◎ 16
24 RTXT利用券整理番号 全角 ◎ 22
25 RTXT受診券整理番号 全角 ◎ 22
26 RTXT氏名 全角 ◎ 120
27 RTXT性別 全角 ◎ 2
28 RTXT生年月日 全角 ◎ 24
29 RTXT有効期限 全角 ◎ 24
30 RTXT保険者番号 全角 ◎ 12
31 RTXT保険者名称 全角 ◎ 12
32 RTXT補記 英数字 △ 1 ※印字対象外
33 RTXT所管区CD 英数字 ◎ 2 ※印字対象外
34 RTXT全国大字CD 英数字 ○ 10 ※印字対象外
35 RTXT大字CD 英数字 ○ 10 ※印字対象外
36 RTXT国保番号 英数字 ◎ 12 ※印字対象外
37 RTXT宛名番号 英数字 ◎ 12 ※印字対象外
38 RTXT振分区分 英数字 ◎ 2 ※印字対象外

送付先住所（国保主）
→送付先＞転出先＞現住所
送付先氏名（被保険者）
→ 保険証印字用氏名（HA個人管理）＞通称名＞氏名
  通称名＞保険証印字用氏名（HA個人管理）＞氏名

外部インタフェース仕様書 HA外部インタフェース仕様書（特定保健指導利用券）.xls - 2



GPRIME 住民情報システム

HAFOS3C603

1 l頁 数値 ◎ 12
2 RTXT帳票ID 英数字 ◎ 12
3 RTXT郵便番号 英数字 ◎ 12
4 RTXT宛先9P1 全角 ○ 50
5 RTXT宛先9P2 全角 ○ 50
6 RTXT宛先9P3 全角 ○ 50
7 RTXT宛先9P4 全角 ○ 50
8 RTXT宛先9P5 全角 ○ 50
9 RTXT宛先9P6 全角 ○ 50
10 RTXT宛先9P7 全角 ○ 50
11 RTXT宛先7P1 全角 ○ 64
12 RTXT宛先7P2 全角 ○ 64
13 RTXT宛先7P3 全角 ○ 64
14 RTXT宛先7P4 全角 ○ 64
15 RTXT宛先7P5 全角 ○ 64
16 RTXT宛先7P6 全角 ○ 64
17 RTXT宛先7P7 全角 ○ 64
18 RTXTバーコード 英数字 ○ 20
19 RTXT連番 ###,##0 ◎ 7

20
RTXTプレビュー用透
かし文字列

全角 △ 12

21 RTXT再発行 全角 △ 6

22
RTXT特定保健指導区
分

全角 ◎

23 RTXT年度 全角 ◎ 16
24 RTXT利用券整理番号 全角 ◎ 22
25 RTXT受診券整理番号 全角 ◎ 22
26 RTXT氏名 全角 ◎ 120
27 RTXT性別 全角 ◎ 2
28 RTXT生年月日 全角 ◎ 24
29 RTXT有効期限 全角 ◎ 24
30 RTXT保険者番号 全角 ◎ 12
31 RTXT保険者名称 全角 ◎ 12
32 RTXT補記 英数字 △ 1
33 RTXT所管区CD 英数字 ◎ 2

特定保健指導利用券

連携システム参照項目

ファイル 項目 属性 桁数 編集方法 備考

国民健康保険（資格）HAサブシステム

COKAS-I ファイル仕様

ファイルID 名称

開始 終了No. 項目 桁数
型

フォーマット
必須

外部インタフェース仕様書
ＮＥＣ

作成者

2023/07/18 1.07

作成日 版

ファイル出力仕様取込

外部インタフェース仕様書 HA外部インタフェース仕様書（特定保健指導利用券）.xls - 3
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34 RTXT全国大字CD 英数字 ○ 10
35 RTXT大字CD 英数字 ○ 10
36 RTXT国保番号 英数字 ◎ 12
37 RTXT宛名番号 英数字 ◎ 12
38 RTXT振分区分 英数字 ◎ 2

外部インタフェース仕様書 HA外部インタフェース仕様書（特定保健指導利用券）.xls - 4



              

          

     

 

                             

                             



別紙  

３５歳～３９歳健康診査受診券における委託業務内容 

 

 受注者は、各帳票の印刷を行うとともに、プリントが必要な帳票についてはプログラムを作成し、発

注者が提供するデータからプリントを行う。 

 また、プリントした各帳票の裁断、封入封緘をし、発注者が指定する場所に搬入する。封筒は「窓あ

き封筒」を用い、プリントから封入封緘までが一連した処理体制になっていること。 

 

１ 作成するもの 

（１）健康診査受診券（１種類、片面） 

・ Ａ４サイズ、紙質は上質紙（白）７０㎏ 

（連続帳票の裁断後おおむねＡ４サイズで可） 

・ 紙質は、上質紙（別紙見本のとおり。封入時は三つ折） 

・ 表１色 

・ 発注者が提供する原稿（Ｗｏｒｄ形式）に基づき作成する。 

・ 発注者が提供するデータ（ＣＳＶ形式、カンマ区切り、UTF-16）に基づき受診券を作成し、所

定の時期に発注者が提供する磁気媒体の個人データ及び住所を表すバーコード（カスタマバーコ

ード）を受診券の所定の位置に印字すること。 

個人データとは、被保険者番号、住所、氏名、生年月日、性別等である。 

・ 受診券の仕様の詳細については、別途協議する。 

（２）お知らせチラシ（１種類、両面） 

・ Ａ４サイズ、紙質は中厚口色上質紙（封入時は三つ折） 

・ 表裏フルカラー印刷とし、配色については、色覚障害に配慮したものとする。 

・ 発注者が提供する原稿（Ｗｏｒｄ又はＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ形式）に基づき作成する。 

・ 内容については、別途協議する。 

（３）実施機関名簿（１種類、両面） 

・ Ａ３サイズ、紙質は上質紙（白）５５㎏（封入時はクロス巻き三つ折） 

・ 表１色、裏１色 

・ 発注者が提供する原稿（Ｅｘｃｅｌ形式）に基づき作成する。 

・ 実施機関名簿の詳細については、別途協議する。 

（４）窓あき封筒 

・ １種類、表１色、Ａ４サイズ帳票が三つ折状態で封入可能な大きさであること。 

・ 表面に差出課、コールセンターの電話番号、料金後納等の所定の様式を印刷すること。 

・ 裏面に発注者が提供する説明文等を印刷すること。 

・ ９月発送分及び１月発送分は「郵便区内特別」を印刷し、関係機関見本及び予備分は「郵便区

内特別」を印刷しない。 

・ 封筒のデザイン、レイアウト等については、別途協議する。 

（５）その他 

① 関係機関見本分（他部署への配布用） ５０部 

 令和８年９月上旬に、上記発送物（１）～（４）（受診券は見本を印字）を封入した状態（封



緘はしない）で納品すること。 

② 再発行追加発行用予備分 ２５０部 

 令和８年９月納品時に、上記発送物（２）～（４）（＝受診券以外）を封入した状態（封緘は

しない）で納品すること。 

 

２ 封入封緘する方法 

・ 電算出力を行った受診券を作成し、チラシ・実施医療機関名簿とともに折加工し、窓あき封筒へ

封入封緘を行うこと。 

・ 封入封緘は１人１通ずつとする。 

・ 仕分けは、以下のとおり分けて出力すること。 

（１）「３５歳～３９歳健診受診券_個別対応.CSV」 

（２）「３５歳～３９歳健診受診券_補記.CSV」 

（３）「３５歳～３９歳健診受診券.CSV」（郵便局区ごとに分けて出力すること。） 

①川崎港 〒２１０及び〒２１２ 

②中原 〒２１１ 

③高津 〒２１３ 

④宮前 〒２１６ 

⑤登戸 〒２１４ 

⑥麻生 〒２１５ 

 

３ 印字データの引渡しと封入物の納品 

（１）電算出力するためのデータ 

・ 受診券を作成するためのデータは、オンラインストレージ等により提供する。 

・ データの提供は、令和８年９月上旬（１回目）及び令和８年１２月下旬（２回目）とし、詳細

は別途協議する。 

・ 提供するデータは外部インタフェース仕様書にある「３５歳～３９歳健診受診券.CSV」「３５歳

～３９歳健診受診券_個別対応.CSV」「３５歳～３９歳健診受診券_補記.CSV」である。 

・ 令和８年９月発送分の本番作成の印字を行うよりも前に、発注者から提供するテスト印字用の

データの引渡しを受け、指定されたデータについて、本番と同じ形で２回以上のテストプリント

を行うものとする。なお、テストプリントは、発注者による検証結果が合格となるまで行う。事

前検査の詳細は５に記載。 

 また、宛先が封筒の窓枠内に収まっていることを確認するため、受診券を封入した状態で数部

提出すること。 

（２）引抜きを行うデータ 

・ 健康増進課があらかじめ指定した受診券については、引抜きを行い健康増進課へ納品すること。

なお、健康増進課へ納品する受診券は「郵便区内特別」を印刷しない封筒を用い、封緘しない状

態で健康増進課へ納品すること。 

・ ９月発送分について引抜きを行うデータは、テストプリントによる合格後に引き渡すこととす

る。詳細な時期は別途協議する。 

 



（３）帳票データ 

 受診券に同封するチラシ、実施医療機関名簿データは、（１）の受診券作成データ提供時とは別日

に引き渡すこととし、時期は別途協議する。 

（４）郵送件数の確認 

 郵送件数は、受注者及び発注者の両者で確認する。 

（５）封入物の搬入 

・ 検品した封入物を直接郵便局に差し出すこと。 

 ただし、発注者があらかじめ指定した受診券については、封緘しない状態で健康増進課へ搬入

すること。 

・ 納期は、印字データの引渡し日から７日以内とする。詳細な日時については、別途協議する。 

・ 予備分については、①関係機関見本分（封緘は不要）として５０部を９月上旬までに、②再発

行予備分として２５０部を９月分納品時に納品すること。 

４ 印字データの詳細 

ア ファイル形式 

ＣＳＶファイル形式 

イ インタフェース仕様 

別紙【HA 外部インタフェース仕様書（３５歳～３９歳健診受診券）】参照のこと。 

ウ 内字、外字ファイル 

本市国民健康保険システムで取り扱う以下のフォントを正しく印字できる環境を有してい

ること。 

（ア）NMJ 明朝（独自フォント） 

（イ）NMJ 明朝用外字フォント（独自フォント） 

※ 上記フォントファイル（拡張子：．ＴＴＦ／．ＴＴＥ／．ＥＵＦ）について、本

市より受注者に配布する。 

※ NMJ 明朝フォント：IPAmj 明朝フォントがプロポーショナル（変動幅）フォント

であるため、IPAmj 明朝フォントをベースに、ＮＥＣにおいて作成したライセン

スフリーの固定幅フォントである。 

エ 符号化方式 

ＵＴＦ－１６ 

※サロゲートペア、ＩＶＳへの対応必要 

５ 事前検査 

令和８年９月発送分の本番印字処理を行う前に、発注者が提供するテスト印字用データの引渡

しを受け、指定されたデータについて、本番と同じ形で２回以上のテストプリントを行う。当該

事前検査において不備が見つかった場合、当該不備を修正し、発注者による検証結果が合格とな

るまで修正を行うこと。なお、データの引渡しから校了までの期間は５営業日程度とする。 

 

 



６ 帳票等の印字 

別紙【HA 帳票レイアウト仕様書（HARFS3C004 ３５歳～３９歳健診受診券）】を元に、３（１）

で受け取った印字用データを印字することで、帳票等を作成する。 

 

７ その他の留意事項 

（１）この業務で使用するデータ及び印刷物の個人情報が外部に漏れることのないよう、その運搬に関

しては十分注意すること。 

 受注者は、個人情報を含む記憶媒体の授受及び搬送を行う際は、書面（送付書、受領書）にて確

認の上、鍵付ケース等に格納して運搬すること。 

（２）封入封緘の際には、封入物の漏れや封緘漏れなどがないよう細心の注意を払うこと。 

（３）印字データ件数と封入封緘後の件数が一致すること。 

（４）故意又は過失により、帳票等に毀損（印字不良、紙送り不良等は全て毀損とする。）等の事故があ

った場合は、速やかに責任をもってリプリント又は修復しなければならない。その際、毀損した帳

票のうち、個人情報が含まれるものについては、発注者に報告の上、発注者の指示に基づき適正に

処分すること。 

（５）特に定めのない事項については、その都度調整することとするが、作業時に疑義等が生じたとき

は、直ちに健康増進課に連絡すること。 

 

８ 委託予定件数 

 

※ 注意事項 

・ 契約は総価契約となる。 

  ただし、委託料は案件ごとに、上記（１）～（６）ごとの契約単価に処理件数を乗じて積算し

支払うものとする。 

・ プログラム代等必要な経費は全て上記（１）～（６）の業務の単価に含めて単価設定すること。 

 

（参考）

令和７年度実績

9月 1月 合計 9月  1月(見込） 合計

(1) 受診券作成
11,700件 1,000件 12,700件 11,383件 1,021件 12,404件

(2) お知らせチラシ作成
11,700件 1,000件 12,700件 11,633件 1,021件 12,654件

(3) 医療機関名簿作成
11,700件 1,000件 12,700件 11,633件 1,021件 12,654件

(4) 窓あき封筒作成
11,700件 1,000件 12,700件 11,633件 1,021件 12,654件

(5) 受診券プリント
11,400件 1,000件 12,400件 11,383件 1,021件 12,404件

(6) 封入封緘作業
11,700件 1,000件 12,700件 11,633件 1,021件 12,654件

令和８年度見込
委託内容



 
 

 
 

  
 

 
  
 

 
 

 
 

 
  

（見本）



令和８年度より表裏フルカラー印刷に変更
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HAFOS3C701

有

可変長 UTF16 ※詳細説明の別紙の有無 無

レコード長 桁

（送信/受信）

送信する

禁止カナ（全角カナ）

禁止カナ（半角カナ）

禁止英字（半角英数）

許可記号(半角英数)

許可記号(半角カナ)

NO. NO.
1

順位 種別 編集元 データ コード種別ID 初期値 詳細
1 l頁 数値 ◎ 12 前ゼロ無し。
2 RTXT帳票ID 英数字 ◎ 12 固定値：HARIS3C004
3 RTXT郵便番号 英数字 ◎ 12
4 RTXT宛先9P1 全角 ○ 50
5 RTXT宛先9P2 全角 ○ 50
6 RTXT宛先9P3 全角 ○ 50
7 RTXT宛先9P4 全角 ○ 50

抽出元

国民健康保険（資格）HAサブシステム

ファイル名規則

交換規則

以下のファイル名とする。
 ３５歳～３９歳健診受診券.CSV
 ３５歳～３９歳健診受診券_個別対応.CSV
 ３５歳～３９歳健診受診券_別宛名.CSV
 ３５歳～３９歳健診受診券_市外住所.CSV
 ３５歳～３９歳健診受診券_補記.CSV

文字コード

（交換時期、周期）

帳票「３５歳～３９歳健診受診券」の印刷外部委託用CSVファイル。
※各項目はカンマ区切り。ダブルクォーテーションで囲む。

３５歳～３９歳健診受診券

ファイル編成

（交換先）

説明

No. 項目
内容

必須

データ編集元

送付先住所（国保主）

開始 終了
ソート

利用可能な文字 （文字一覧） （説明）

型
フォーマット

データ編集元

年次／月次

桁数

ファイルID

ヘッダ有無 用途

名称

外部連携

外部インタフェース仕様書
ＮＥＣ

作成者

2023/07/18 1.07

作成日 版

外部インタフェース仕様書 HA外部インタフェース仕様書（３５歳～３９歳健診受診券）.xls - 1
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8 RTXT宛先9P5 全角 ○ 50
9 RTXT宛先9P6 全角 ○ 50
10 RTXT宛先9P7 全角 ○ 50
11 RTXT宛先7P1 全角 ○ 64
12 RTXT宛先7P2 全角 ○ 64
13 RTXT宛先7P3 全角 ○ 64
14 RTXT宛先7P4 全角 ○ 64
15 RTXT宛先7P5 全角 ○ 64
16 RTXT宛先7P6 全角 ○ 64
17 RTXT宛先7P7 全角 ○ 64
18 RTXTバーコード 英数字 ○ 20
19 RTXT連番 ###,##0 ◎ 7

20
RTXTプレビュー用透か
し文字列

全角 △ 12

21 RTXT再発行 全角 △ 6
22 RTXT年度 全角 ◎ 16
23 RTXT整理番号 全角 ◎ 22
24 RTXT氏名 全角 ◎ 120
25 RTXT性別 全角 ◎ 2
26 RTXT生年月日 全角 ◎ 24
27 RTXT有効期限 全角 ◎ 24
28 RTXT補記 英数字 △ 1 ※印字対象外
29 RTXT所管区CD 英数字 ◎ 2 ※印字対象外
30 RTXT全国大字CD 英数字 ○ 10 ※印字対象外
31 RTXT大字CD 英数字 ○ 10 ※印字対象外
32 RTXT国保番号 英数字 ◎ 12 ※印字対象外
33 RTXT宛名番号 英数字 ◎ 12 ※印字対象外
34 RTXT振分区分 英数字 ◎ 2 ※印字対象外

送付先住所（国保主）
→送付先＞転出先＞現住所
送付先氏名（被保険者）
→ 保険証印字用氏名（HA個人管理）＞通称名＞氏名
  通称名＞保険証印字用氏名（HA個人管理）＞氏名

外部インタフェース仕様書 HA外部インタフェース仕様書（３５歳～３９歳健診受診券）.xls - 2
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HAFOS3C701

1 l頁 数値 ◎ 12
2 RTXT帳票ID 英数字 ◎ 12
3 RTXT郵便番号 英数字 ◎ 12
4 RTXT宛先9P1 全角 ○ 50
5 RTXT宛先9P2 全角 ○ 50
6 RTXT宛先9P3 全角 ○ 50
7 RTXT宛先9P4 全角 ○ 50
8 RTXT宛先9P5 全角 ○ 50
9 RTXT宛先9P6 全角 ○ 50
10 RTXT宛先9P7 全角 ○ 50
11 RTXT宛先7P1 全角 ○ 64
12 RTXT宛先7P2 全角 ○ 64
13 RTXT宛先7P3 全角 ○ 64
14 RTXT宛先7P4 全角 ○ 64
15 RTXT宛先7P5 全角 ○ 64
16 RTXT宛先7P6 全角 ○ 64
17 RTXT宛先7P7 全角 ○ 64
18 RTXTバーコード 英数字 ○ 20
19 RTXT連番 ###,##0 ◎ 7

20
RTXTプレビュー用透
かし文字列

全角 △ 12

21 RTXT再発行 全角 △ 6
22 RTXT年度 全角 ◎ 16
23 RTXT整理番号 全角 ◎ 22
24 RTXT氏名 全角 ◎ 120
25 RTXT性別 全角 ◎ 2
26 RTXT生年月日 全角 ◎ 24
27 RTXT有効期限 全角 ◎ 24
28 RTXT補記 英数字 △ 1
29 RTXT所管区CD 英数字 ◎ 2
30 RTXT全国大字CD 英数字 ○ 10
31 RTXT大字CD 英数字 ○ 10
32 RTXT国保番号 英数字 ◎ 12
33 RTXT宛名番号 英数字 ◎ 12
34 RTXT振分区分 英数字 ◎ 2

開始 終了No. 項目 桁数
型

フォーマット
必須

国民健康保険（資格）HAサブシステム

COKAS-I ファイル仕様

ファイルID 名称 ３５歳～３９歳健診受診券
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個人情報の取扱いに関する情報セキュリティ特記事項 

 

（趣旨） 

第１条  この特記事項は、個人情報の取扱いを伴う事務事業の委託に

ついて、必要な事項を定めるものである。 

（基本事項）  

第２条  受注者は、業務の履行に当たり情報セキュリティの重要性を

認識し、情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他事故等から

保護するため、必要な措置を講じなければならない。  

（情報セキュリティ関連規定の遵守）  

第３条  受注者は、この契約による業務に関する情報資産の取扱いに

ついては、個人情報の保護に関する法令のほか、川崎市情報セキュ

リティ基準その他の関連規定を遵守しなければならない。  

（個人情報の適正な維持管理）  

第４条  受注者は、この契約の履行に当たり個人情報の保護に関する

法律（平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。）に

規定する個人情報（以下「個人情報」という。）を取り扱う場合は、

個人情報の保護を図るため、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き

損その他の事故等を防止するための必要な措置を講ずることにより、

個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。  

２  受注者は、この契約の履行に必要な業務に従事させる者に対して、

業務が適切に履行されるよう、必要な監督を行わなければならない。

また、個人情報保護法にある罰則規定を周知しなければならない。  

（秘密保持及び第三者への提供の禁止）  

第５条  受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密及び個人情

報を第三者に開示し、又は漏えいしてはならず、並びにあらかじめ

発注者が書面により承諾した内容を除いて、この契約の履行により

知り得た情報を第三者に提供してはならない。この契約が終了し、

又は解除された後においても、また、同様とする。  

２  受注者は、前項の義務を遵守するために必要な措置として、この

契約の履行に必要な業務に従事させる者に対して、川崎市情報セキ

ュリティ基準第２章９（１）オの定めに従い、秘密保持等に関する

誓約書を提出させなければならない。  

３  発注者は、第１項の規定に違反するおそれがある場合は、受注者

に対し関係資料の提出を求め、又は発注者の職員をして履行場所等

に立ち入らせ、文書その他の資料を調査させ、若しくは関係者に質

問させることについて協力を求めることができる。 

（再委託の禁止）  

第６条  受注者は、この契約による業務の全部を一括して、又は主要

な部分を第三者に委託してはならない。ただし、業務の一部（主要



な部分を除く。）であって、発注者に事前に書面により申請し、発注

者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。  

２  受注者は、前項ただし書により発注者に申請する書面には、再委

託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先

において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保

する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法等を記載しな

ければならない。  

３  受注者は、第１項ただし書により委託する場合は、受託者の当該

事務に関する行為について、発注者に対して全ての責任を負うもの

とする。 

（指示目的外の利用の禁止）  

第７条  受注者は、この契約の履行に必要な業務に関する情報をその

他の用途に使用してはならない。  

（情報の複写及び複製の禁止）  

第８条  受注者は、この契約の履行に当たり、発注者の指示又は承諾

があるときを除き、受託業務に関する情報を複写し、又は複製をし

てはならない。  

（情報の帰属権）  

第９条  業務に関する情報が記録された記録媒体等の内容をなす一切

の情報は、当該業務の処理のため発注者が提供した発注者の情報で

あって、受注者はその内容を侵す一切の行為をしてはならない。  

２  発注者及び受注者は、この契約に関わる全ての情報の記録等、当

該受託業務完成に必要なものが、発注者の所有物であることを確認

する。ただし、受注者が所有するソフトウェア及び著作権、特許権

その他の権利でこの契約の履行のために適用したものについてはこ

の限りではない。 

３  受注者は、この契約の履行による成果物の全てについて、第三者

の著作権、特許権その他の権利を侵してはならない。  

（情報資産の保護）  

第１０条  受注者は、受託業務に関する情報資産を発注者の指定した

場所以外には、搬出できないものとする。  

（情報資産の受渡し）  

第１１条  この契約による業務に関する情報資産の提供、返却又は廃

棄については、受渡票等で確認し、行うものとする。  

  （情報資産の授受及び搬送）  

第１２条  この契約で履行する業務に関する情報資産の授受及び搬送

は、発注者の管理責任者が指定する職員と、受注者の管理責任者と

の間で行う。  

２  業務に関する情報資産の授受及び搬送を受注者が行う場合は、そ

の費用は受注者の負担とし、受注者の責任において行うものとする。  



（厳重な保管及び搬送）  

第１３条 受注者は、この契約による業務に関する情報資産の漏えい、

改ざん、滅失、き損その他の事故等を防止するために、情報資産の

厳重な保管及び搬送に努めなければならない。  

（情報資産の返還又は廃棄）  

第１４条  受注者は、この契約が終了し、又は解除されたときには、

この契約による業務に関する情報資産を速やかに発注者に返還し、

又は発注者の指示に従い、情報を復元できないよう措置を講じ、安

全適切に廃棄しなければならない。  

（入退室管理事項）  

第１５条  受注者は、発注者の情報セキュリティ管理エリアに入室し

て業務を行う場合には、発注者の定める入退出に関する規定を遵守

しなければならない。  

２  発注者の情報セキュリティ管理エリアには、情報機器及び外部媒

体の持込み並びに持ち出しを禁止する。ただし、発注者に事前に書

面により申請し、発注者が許可した場合はこの限りではない。  

（身分証明書の携帯等）  

第１６条  この契約による業務に従事する受注者の従業員は、その業

務を行うに当たり、受託会社の商号及び自己の氏名が記載され、並

びに顔写真が付いた身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求が

あったときには、これを提示しなければならない。 

（クラウドサービスの利用） 

第１７条  受注者は、クラウドサービスで業務に関する個人情報を取

り扱う場合は、次に掲げる条件を全て満たすクラウドサービスから

選定しなければならない。 

（１）個人情報のデータが保存されるデータセンターは日本国内にあ

ること。 

（２）日本国の法令の範囲内で運用できるクラウドサービスであるこ

と。また、日本国内の裁判所を合意管轄裁判所とすること。 

（３）クラウドサービス提供者による情報資産の目的外利用が禁止さ

れること。 

（４）各種の認定・認証制度（ISMAP、 ISMAP-LIU、 ISO/IEC27001 等）

の適用状況等から、クラウドサービス提供者の信頼性が十分であ

ることを総合的・客観的に評価し、判断可能なこと。 

２  受注者は、クラウドサービスで業務に関する個人情報を取り扱う

場合は、クラウドサービスの設定の誤り等による個人情報の漏えい

その他の事故等を防止するため、必要な措置を講じなければならな

い。 

（事故発生時の報告義務）  

第１８条 受注者は、この契約による業務に関する情報資産の漏えい、



紛失、盗難、改ざんその他事故等が生じ、又は生じた可能性がある

ことを知ったときには、速やかに発注者に報告し、その指示に従わ

なければならない。この契約が終了し、又は解除された後において

も、また、同様とする。  

２  この場合、受注者は、その事故発生の理由にかかわらず、速やか

にその状況、処置対策等を書面により発注者に報告しなければなら

ない。  

（業務の報告又は検査等）  

第１９条  発注者は、必要があるときは、いつでも受注者の業務の処

理状況について報告を求め、又は個人情報の取扱いについて必要な

措置が講じられているかどうか確認するため、受注者及び再委託先

に対して検査等を行うことができる。 

（教育の実施）  

第２０条  受注者は、従業員に対し、この契約による業務に関する情

報資産を取り扱う場合に遵守すべき事項その他この契約の適切な履

行のために必要な事項に関する研修等の教育を実施しなければなら

ない。 

（契約の解除）  

第２１条  発注者は、受注者がこの特記事項に定める義務を果たさな

い場合には、契約による業務の全部又は一部を解除することができ

るものとする。  

２  受注者は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場

合においても、発注者にその損害の賠償を求めることはできない。 

３  第１項の規定により契約を解除したときは、契約保証金は発注者

に帰属する。契約保証金の納付がない場合は、受注者は、委託契約

金の 10 分の１に相当する額を損害賠償金として発注者に支払わなけ

ればならない。 

（損害賠償） 

第２２条  受注者の故意又は過失を問わず、受注者が本特記事項に定

める義務に違反し、又は怠ったことにより、個人情報の漏えい等の

事故が発生し、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、

発注者に対して、その損害を賠償しなければならない。 

２  前項の損害賠償金は、契約金、契約保証金その他受注者に支払う

べき債務と相殺することができる。 

３  第１項の損害賠償の額は、前条第１項により契約を解除する場合

には、同条第３項により発注者に帰属する契約保証金又は受注者が

発注者に支払う損害賠償金の額を超過した額とする。 

（違反事実の公表）  

第２３条  受注者がこの特記事項に違反した場合、発注者は受注者の

名称及び違反事項を公表することができる。  



（その他）  

第２４条  受注者は、この特記事項に定めるもののほか、情報資産の

適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 


